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令和７年度事業計画 
 

 

Ⅰ．交流推進事業 

 

 

（１）情報の収集・整備 

 

① 開発途上諸国の農業関連情報及び ODA の稲作関連技術、市場志向型農業協力、栄養改

善や国内農業・農村振興、都市農地の活用、医福食農連携、SDGs 等に関する情報を収

集し、会員はじめ「相談室 海外農業開発」の要請に応じられるよう整備する。 

② 要請に応じて情報を提供する。専門委員を中心に構成する個別相談窓口「相談室 海外

農業開発」を運営する。 

 

（２）講演会等の開催 

 

 会員及び関係者の要望に見合った海外農業開発、国内農業振興等に関する講演会等を開

催する。 

 

（３）「中国農業委員会」の活動 

 

研修生受入れ、ベテラン農家派遣、ビジネス・文化交流活動等、中国農業研修事業の帰

国研修生とのグループ SNS を活用して双方向の交流に努める。 

 

（４）「熱帯野鼠対策委員会」の活動 

 

① 情報等の提供：熱帯野鼠情報をホームページに随時掲載するとともに、野鼠防除に関わ

る講演会を開催する。 

② 海外の野鼠防除に関わる専門家との交流、調査、研究、専門家派遣の他、環境、農業総

合防除等の新たな要請にも対応する。国内事業については開発途上地域での応用が可能

と判断される案件については、積極策を講ずる。 

③ 国際協力機構（JICA）筑波センターからの受託研修：稲作技術向上コースに野鼠防除専

門家を講師として派遣する。 

④ 短報、或いは特定課題についての座談会を設定する。 

 

（５）「専門委員会」の活動 

 

① ODA における農村開発領域のアプローチや民間企業が求める開発協力のニーズを把握

し、相談事案や「相談室 海外農業開発」に的確に対応できる体制を整える。 
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② 国内農村振興における医福食農連携、６次産業化、地産商品開発、国産農産物の輸出、

さらに外国人技能実習生受入れ事業といった新たな領域の人材を確保できるよう専門委

員と密に情報交換を行い、協会事業への参画を推進する。 

 

（６）５０周年記念事業 

 

事務局役職員は、記念行事（祝賀会、調査）、記念誌刊行、記念品製作等を円滑に実施

する。「中国農業委員会」、「熱帯野鼠対策委員会」として実施可能な取り組みを検討す

る。 

 

 

Ⅱ．受託事業 

 

 

（１）調査・研究事業 

 

① 政府機関による国内外の調査・研究案件、専門家派遣業務の受注 

 

＜国際協力機構＞ 

 

A. エチオピア国市場志向型小規模園芸農業推進プロジェクトフェーズ２【継続】 

市場志向型の農業普及を促進するため園芸生産研修分野の専門家を派遣する。 

契約期間：2024 年 12 月 25 日～2026 年 2 月 23 日 

本年度派遣日数：30日（2026年1月派遣予定） 

② 民間企業・団体による調査・研究の受注 

 

③ 地方自治体や地域社会組織による委託事業の受注 

 

④ 食品関連企業による商品開発や原料調達への協力 

 

⑤ 調査・研究事業を拡大するための案件形成、必要に応じた案件発掘調査の実施 

 

 

（２）受入研修事業 

 

＜国際協力機構筑波センター＞ 

 

①  天水稲栽培・種子生産及び品種選定技術コース【3 年次】 

 

②  稲作技術向上(普及員)(A)コース【2 年次】 

 

③  アフリカ地域市場志向型農業振興(普及員)コース【1 年次】 

 

 

その他、政府関係機関及び研究機関・大学・NPO 法人等による研修・教育・交流案件の受

注に積極的に取り組む。 
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Ⅲ．地域振興事業 

 

海外で培った経験と知見や海外の農業開発に従事した人材を活かして地域社会組織との協働に

よる地域振興事業（人づくり、モノづくり、まちづくり）に継続して取組む。 

現在、活動継続中の拠点は、①NPO法人農と人とくらし研究センター（長野県岡谷市）、②甘

楽富岡地域集落活性化協議会（群馬県甘楽町）、③NPO 法人武尊根 BASE（群馬県片品村）、④

NPO法人農と人を拓く学び舎向志朋（千葉県白井市）、⑤株式会社国際農業開発（神奈川県南足

柄市）の 5 ヵ所。 

 

① 海外の農業開発に従事した人材の活用による国内農村地域振興 

 

② 担い手育成、医福食農連携、インバウンド、農泊、交流活動等の伴う国内農村振興 

 

③ 特徴ある地域資源を活用した商品開発・ブランディング、関係団体・組織とのネットワ

ーク構築による市場アクセス支援 

 

④ 新たな活動拠点の発掘 

 

 

（収益事業としての地産商品開発） 

 

協会が行う国内農業振興への貢献活動で、採算性の伴う事業とすることが目指す最終形である。

一過性のイベント的活動でなく、持続性、継続性を確保することが要件であり、その事例の一つ

が地産商品開発である。 

国内各地で進める地域振興活動のアウトプットとして、企業や市場とのマッチングによる地域

の復興・活性化の推進力となるブランド力の備わった「地産商品」を開発する。 

「地産商品」の販売は生産者と消費者を結ぶつなぎ役であり、収益事業として位置づけ収入を

現地にもたらすことで地域振興活動の持続性、継続性を確保する要因となる。 

 

 

Ⅳ．外国人技能実習生受入れ事業 

 

 

2024 年の法改正（改正出入国管理法）により技能実習制度が育成就労制度に改められたことで、

2027 年の施行、2030 年までの移行期間を見据えて、体制を整える。 

昨年、監理団体許可証（一般監理事業）が 2029 年まで更新された。送出し国はベトナムとタ

イ、送出し機関との契約は 2件、対象業種は耕種農業、畜産農業である。 

これまで技能実習生の受入れは実現していないが、「技能実習」が「育成就労」に改められたこ

とで、特定技能１号水準の技能を有する人材の育成が要件になることから、特定監理事業の許可

を得ることを検討しつつ、実習実施者（受入れ農家）を発掘し、要請に見合う実習生を受け入れ

る。 



（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
　　（１）経常収益

 〔受取会費〕              １,７００,０００ １,７００,０００ ０
　　受取会費 １,７００,０００ １,７００,０００ ０
 〔事業収益〕              １５７,５１０,０００ １２７,７１０,０００ ２９,８００,０００
　　政府機関・民間企業等受託金収益 １５０,０００,０００ １２０,０００,０００ ３０,０００,０００
　　地域振興事業収益 ５００,０００ ７００,０００ -２００,０００
　　外国人技能実習生受入事業収益 ７,０００,０００ ７,０００,０００ ０
　　広報収益 １０,０００ １０,０００ ０
 〔受取寄付金〕            ５００,０００ ５００,０００ ０
　　受取寄付金 ５００,０００ ５００,０００ ０
 〔雑収益〕                ５０,０００ ５１,０００ -１,０００
　　受取利息 ３０,０００ １,０００ ２９,０００
　　雑収益 ２０,０００ ５０,０００ -３０,０００

 【経常収益計】 １５９,７６０,０００ １２９,９６１,０００ ２９,７９９,０００
　　（２）経常費用

 〔事業費〕                １３７,２８８,０００ １１５,２３８,０００ ２２,０５０,０００
　　情報収集・整備費 １００,０００ １００,０００ ０
　　広報費 １５０,０００ １５０,０００ ０
　　講演会等開催費 １５０,０００ １５０,０００ ０
　　中国農業委員会費 ２００,０００ ２００,０００ ０
　　熱帯野鼠対策委員会費 ７５０,０００ ７５０,０００ ０
　　専門委員会費 １００,０００ １００,０００ ０
　　調査・研究事業費 ５,０００,０００ ５,０００,０００ ０
　　受入研修事業費 ２０,０００,０００ １３,０００,０００ ７,０００,０００
　　期首棚卸資産 ５００,０００ ５００,０００ ０
　　地域振興事業費 ６５０,０００ ６００,０００ ５０,０００
　　期末棚卸資産 △５００,０００ △５００,０００ ０
　　外国人技能実習生受入事業費 ７,０００,０００ ７,０００,０００ ０
　　５０周年記念事業費 ２,０００,０００ ２００,０００ １,８００,０００
　　役職員給与 ７１,０００,０００ ６０,０００,０００ １１,０００,０００
　　福利厚生費 １０,５００,０００ ８,５００,０００ ２,０００,０００
　　事務所費 ４,４００,０００ ４,４００,０００ ０
　　交際費 ２００,０００ １００,０００ １００,０００
　　旅費交通費 １８０,０００ １８０,０００ ０
　　会議費 ８０,０００ ８０,０００ ０
　　通信運搬費 １５０,０００ １５０,０００ ０
　　消耗品費 ２５０,０００ ２５０,０００ ０
　　印刷製本費 ８５,０００ ８５,０００ ０
　　資料費 １３,０００ １３,０００ ０
　　賃借料 １,５８０,０００ １,５８０,０００ ０
　　租税公課 １２,０００,０００ １２,０００,０００ ０
　　雑費 ７５０,０００ ６５０,０００ １００,０００
 〔管理費〕                ５,２１７,４００ ７,１２２,０００ -１,９０４,６００
　　役職員給与 ２,０００,０００ １,８８０,０００ １２０,０００
　　福利厚生費 ３００,０００ ２８９,０００ １１,０００
　　事務所費 ４８８,０００ ４８８,０００ ０
　　交際費 ３０,０００ ３０,０００ ０
　　会議費 ５０,０００ ５０,０００ ０
　　旅費交通費 ２０,０００ ２０,０００ ０
　　通信運搬費 ２０,０００ ２０,０００ ０
　　消耗品費 ３０,０００ ３０,０００ ０
　　印刷製本費 １０,０００ １０,０００ ０
　　資料費 ２,０００ ２,０００ ０
　　賃借料 １３５,０００ １３５,０００ ０
　　租税公課 ７０,０００ ７０,０００ ０
　　支払負担金 ８６０,０００ ８６０,０００ ０
　　雑費 ６５,０００ ６０,０００ ５,０００
　　支払利息 ３０,０００ ３０,０００ ０
　　予備費 １００,０００ １００,０００ ０
　　退職引当金繰入 １,００７,４００ １,０４８,０００ -４０,６００
　　５０周年記念事業引当金繰入 ０ ２,０００,０００ -２,０００,０００

 【経常費用計】 １４２,５０５,４００ １２２,３６０,０００ ２０,１４５,４００
 【当期経常増減額】 １７,２５４,６００ ７,６０１,０００ ９,６５３,６００

２．経常外増減の部
　　（１）経常外収益

 【経常外収益計】 ０ ０ ０
　　（２）経常外費用

 【経常外費用計】 ０ ０ ０

増  減
（Ａ－Ｂ）

                                                                正味財産増減予算書
　 　 令和７年４月１日から令和８年３月３１日

科　　　　　　　目
当年度

（Ａ）
前年度
（Ｂ）



 【当期経常外増減額】      ０ ０ ０
 【当期一般正味財産増減額】  ０ ０ ０
 【一般正味財産期首残高】  ８３,４１１,０２０ ５９,１９７,１４９ ２４,２１３,８７１
 【一般正味財産期末残高】  １００,６６５,６２０ ６６,７９８,１４９ ３３,８６７,４７１

　　受取補助金等        ０ ０ ０
　　一般正味財産への振替 ０ ０ ０

Ⅱ　指定正味財産増減の部
 【当期指定正味財産増減額】  ０ ０ ０
 【指定正味財産期首残高】  ０ ０ ０
 【指定正味財産期末残高】  ０ ０ ０

Ⅲ　正味財産期末残高 １００,６６５,６２０ ６６,７９８,１４９ ３３,８６７,４７１

                   

科　　　　　　　目
当年度

（Ａ）
前年度
（Ｂ）

増  減
（Ａ－Ｂ）


